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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面に凹部が形成された接続パッドと、
　前記接続パッドの凹部の上に開口部を備え、前記開口部の側壁の下端から前記開口部の
内側に向けて突出する突出部を有する保護絶縁層と、
　前記開口部内の前記接続パッドの上に形成された金属層と、
　前記金属層の上に形成されたバンプ電極とを有し、
　前記金属層の周縁は、中央よりも盛り上がっており、前記金属層の周縁の高さが最も高
い部分は、前記保護絶縁層の開口部の側壁から内側に離れた位置に配置されていることを
特徴とする配線基板。
【請求項２】
　前記金属層は、前記接続パッドの上と前記突出部の上とに形成されていることを特徴と
する請求項１に記載の配線基板。
【請求項３】
　前記金属層は、無電解めっき層又は電解めっき層であることを特徴とする請求項１又は
２に記載の配線基板。
【請求項４】
　前記接続パッドは銅から形成され、前記金属層はニッケルから形成され、前記バンプ電
極ははんだから形成されることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載の配線
基板。
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【請求項５】
　前記保護絶縁層は、ネガ型の感光性樹脂から形成されることを特徴とする請求項１乃至
４のいずれか一項に記載の配線基板。
【請求項６】
　接続パッドを備えた配線基板を用意する工程と、
　前記接続パッドの上に開口部を備え、前記開口部の側壁の下端から前記開口部の内側に
向けて突出する突出部を有する保護絶縁層を前記配線基板の上に形成する工程と、
　前記開口部を通して前記接続パッドの表面に、前記突出部の下面を露出させて凹部を形
成する工程と、
　前記接続パッドの上に金属層を形成する工程と、
　前記金属層の上にバンプ電極を形成する工程とを有し、
　前記金属層の周縁は、中央よりも盛り上がって形成され、前記金属層の周縁の高さが最
も高い部分は、前記保護絶縁層の開口部の側壁から内側に離れた位置に配置されることを
特徴とする配線基板の製造方法。
【請求項７】
　前記金属層を形成する工程において、
　前記金属層は、前記接続パッドの上と前記突出部の上とに形成されることを特徴とする
請求項６に記載の配線基板の製造方法。
【請求項８】
　前記金属層を形成する工程において、
　前記金属層は、無電解めっき又は電解めっきによって形成されることを特徴とする請求
項６又は７に記載の配線基板の製造方法。
【請求項９】
　前記接続パッドは銅から形成され、前記金属層はニッケルから形成され、前記バンプ電
極ははんだから形成されることを特徴とする請求項６乃至８のいずれか一項に記載の配線
基板の製造方法。
【請求項１０】
　前記保護絶縁層を形成する工程において、
　ネガ型の感光性樹脂をフォトリソグラフィによってパターニングすることを特徴とする
請求項６乃至９のいずれか一項に記載の配線基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、配線基板及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、半導体チップなどの電子部品が搭載される配線基板がある。そのような配線基板
の接続パッドにはんだバンプを設ける場合は、接続パッドの表面にニッケル層／金層など
の表面処理層が形成される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－６０７６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　後述する予備的事項で説明するように、配線基板の製造では、ソルダレジストの開口部
内の接続パッドの上にニッケル層などを介してはんだバンプを形成する。このとき、ソル
ダレジストの開口部の側壁とニッケル層との隙間からはんだの錫と接続パッドの銅が相互
に拡散して、ニッケル層の周縁上に錫と銅などを含む金属間化合物が形成される。
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【０００５】
　この金属間化合物は、機械的に脆いため外部応力によって破壊されやすく、はんだバン
プの接続不良が発生する。
【０００６】
　配線基板及びその製造方法において、保護絶縁層の開口部内の接続パッドの上にバンプ
電極を信頼性よく形成することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　以下の開示の一観点によれば、表面に凹部が形成された接続パッドと、前記接続パッド
の凹部の上に開口部を備え、前記開口部の側壁の下端から前記開口部の内側に向けて突出
する突出部を有する保護絶縁層と、前記開口部内の前記接続パッドの上に形成された金属
層と、前記金属層の上に形成されたバンプ電極とを有し、前記金属層の周縁は、中央より
も盛り上がっており、前記金属層の周縁の高さが最も高い部分は、前記保護絶縁層の開口
部の側壁から内側に離れた位置に配置されている配線基板が提供される。
【０００８】
　また、その開示の他の観点によれば、接続パッドを備えた配線基板を用意する工程と、
前記接続パッドの上に開口部を備え、前記開口部の側壁の下端から前記開口部の内側に向
けて突出する突出部を有する保護絶縁層を前記配線基板の上に形成する工程と、前記開口
部を通して前記接続パッドの表面に、前記突出部の下面を露出させて凹部を形成する工程
と、前記接続パッドの上に金属層を形成する工程と、前記金属層の上にバンプ電極を形成
する工程とを有し、前記金属層の周縁は、中央よりも盛り上がって形成され、前記金属層
の周縁の高さが最も高い部分は、前記保護絶縁層の開口部の側壁から内側に離れた位置に
配置される配線基板の製造方法が提供される。
【発明の効果】
【０００９】
　以下の開示によれば、配線基板の製造方法では、接続パッドの上に開口部を備えた保護
絶縁層を形成する際に、開口部の下端に、内側に突出するリング状の突出部が形成される
。さらに、保護絶縁層の開口部内の接続パッドの表面に凹部が形成される。
【００１０】
　このような構造で、接続パッドの上にめっき法によって金属層を形成すると、保護絶縁
層の突出部の影響によって金属層の周縁が盛上部となって所望の厚みが確保される。
【００１１】
　これによって、金属層の周縁上に機械的に脆い金属間化合物が形成されても、応力が集
中しやすい部分からの距離が長くなるため、金属間化合物の破壊が防止され、バンプ電極
の接続の信頼性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１（ａ）及び（ｂ）は予備的事項に係る配線基板の製造方法を示す断面図（そ
の１）である。
【図２】図２は予備的事項に係る配線基板の製造方法を示す断面図（その２）である。
【図３】図３は実施形態の配線基板の製造方法を示す断面図（その１）である。
【図４】図４（ａ）～（ｃ）は実施形態の配線基板の製造方法を示す断面図（その２）で
ある。
【図５】図５（ａ）及び（ｂ）は実施形態の配線基板の製造方法を示す断面図（その３）
である。
【図６】図６（ａ）～（ｃ）は実施形態の配線基板の製造方法を示す断面図（その４）で
ある。
【図７】図７は実施形態の配線基板の製造方法を示す断面図（その５）である。
【図８】図８は実施形態の配線基板を示す断面図である。
【図９】図９は実施形態の配線基板に半導体チップが実装された半導体装置を示す断面図
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である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、実施の形態について、添付の図面を参照して説明する。
【００１４】
　実施形態を説明する前に、基礎となる予備的事項について説明する。図１（ａ）及び（
ｂ）には、配線基板の接続パッドの様子が部分的に示されている。図１（ａ）に示すよう
に、配線基板は、多層配線（不図示）に接続されて銅から形成された接続パッドＰと、そ
の上に開口部１００ａが設けられたソルダレジスト１００とを備えている。
【００１５】
　ソルダレジスト１００の開口部１００ａ内の接続パッドＰの上には、無電解めっきによ
って下から順にニッケル層２００／金層２２０が形成されている。ニッケル層２００はバ
リア金属層として形成され、金層２２０ははんだの濡れ性を確保するために形成される。
【００１６】
　そして、図１（ｂ）に示すように、ソルダレジスト１００の開口部１００ａ内にはんだ
ボール３００ａを配置する。図１（ｂ）の部分拡大図に示すように、ソルダレジスト１０
０の開口部１００ａの側壁とニッケル層２００／金層２２０とは化学的に結合されていな
いため、２～３μｍ程度の微細な隙間Ｓが生じた状態となっている。
【００１７】
　さらに、図２に示すように、リフロー加熱によってはんだボール３００ａを溶融させる
ことにより、ニッケル層２００を介して接続パッドＰに接続されるはんだバンプ３００を
得る。金層２２０は、リフロー加熱する際に、はんだバンプ３００内に拡散して消滅する
。
【００１８】
　このとき、図２の部分拡大図に示すように、ソルダレジスト１００の開口部１００ａの
側壁とニッケル層２００との隙間Ｓ（図１（ｂ））からはんだが接続パッドＰに浸透する
。このとき、はんだの錫（Ｓｎ）と接続パッドＰの銅（Ｃｕ）との相互拡散は非常に速く
、接続パッドＰの銅がニッケル層２００の周縁上まで拡散し、ニッケル層２００及びその
上に拡散した銅と、はんだの錫とが反応する。
【００１９】
　このため、ニッケル層２００の周縁では、銅の含有比率が高い厚みの厚い第１の金属間
化合物４００（Ｓｎ－Ｎｉ－Ｃｕ層）がニッケル層２００とはんだバンプ３００との間に
形成される。金属間化合物は、ＩＭＣ（Intermetallic compound）とも呼ばれる。
【００２０】
　また、ニッケル層２００の中央では、ニッケル層２００上への銅の拡散はほとんど起こ
らないため、銅を含有しない厚みの薄い第２の金属間化合物４２０（Ｓｎ－Ｎｉ層）が形
成される。
【００２１】
　このように、ニッケル層２００の周縁には厚みの厚い第１の金属間化合物４００が形成
され、中央には厚みの薄い第２の金属間化合物４２０が形成され、ニッケル層２００上で
金属間化合物の組成及び構造が異なる状態となる。
【００２２】
　なお、はんだボール３００ａが銅を含む場合、はんだバンプ３００からの銅により、第
１の金属間化合物４００（Ｓｎ－Ｎｉ－Ｃｕ層）に比べると銅の含有率が低い第２の金属
間化合物４２０（Ｓｎ－Ｎｉ－Ｃｕ層）が形成される。
【００２３】
　金属間化合物は、硬くて脆い性質があることから、応力がかかるとその部分から破壊が
進みやすい。従って、電気接続の長期の信頼性確保の観点からは、金属間化合物の厚みは
できるだけ抑える必要がある。
【００２４】
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　図２の構造では、ソルダレジスト１００の開口部１００ａの側壁の下端と接続パッドＰ
とが接する部分Ａが、外部からの衝撃によって応力が集中しやすいポイントである。図２
では、応力が集中しやすい部分Ａの直上に機械的に脆い第１の金属間化合物４００が存在
する。このため、外部から衝撃がかかると、第１の金属間化合物４００から破壊が進み、
はんだバンプ３００の接合強度が弱くなってしまう。
【００２５】
　また、微細化やコストダウンなどの要求からニッケル層２００の厚みを薄くすると、接
続パッドＰまでのはんだの拡散経路が短くなる。このため、はんだの錫（Ｓｎ）と接続パ
ッドＰの銅（Ｃｕ）との相互拡散が起こりやすくなり、第１の金属間化合物４００の厚み
も厚くなる傾向がある。
【００２６】
　しかも、無電解めっきにより形成されるニッケル層２００の厚みは、中央よりもソルダ
レジスト１００の近傍の周縁の方が薄く形成される傾向がある。
【００２７】
　このように、ニッケル層２００の周縁の厚みが薄くなると、上記した応力が集中しやす
い部分Ａからより近い位置に機械的に脆い第１の金属間化合物４００が存在することにな
り、上記した問題が顕著になる。
【００２８】
　また、配線基板の薄型化などの要求からソルダレジスト１００の厚みが薄くなると、は
んだボールを接続パッド上に安定して維持することが困難になる。つまり、搬送時の振動
などによりはんだボールがソルダレジスト１００の開口部１００ａから脱落しやすくなる
。このため、はんだバンプが形成されない接続パッドが発生したり、２つのはんだボール
が結合して巨大なはんだバンプが形成されるなどの不良が発生する。
【００２９】
　以下に説明する実施形態では、前述した不具合を解消することができる。
【００３０】
　（実施形態）
　図３～図７は実施形態の配線基板の製造方法を示す図、図８は実施形態の配線基板を示
す図である。以下、実施形態の配線基板の製造方法を説明しながら配線基板の構造につい
て説明する。
【００３１】
　本実施形態の配線基板の製造方法では、まず、図３に示すように、両面側に接続パッド
Ｐを備えた配線基板１ａを用意する。配線基板１ａでは、ガラスエポキシ樹脂などのコア
基板１０にスルーホールＴＨが形成されており、スルーホールＴＨ内に貫通電極ＴＥが充
填されている。コア基板１０の両面側には第１配線層２１がそれぞれ形成されている。両
面側の第１配線層２１はスルーホールＴＨ内の貫通電極ＴＥを介して相互接続されている
。
【００３２】
　なお、スルーホールＴＨの側壁に形成されたスルーホールめっき層を介して両面側の第
１配線層２１が相互接続され、スルーホールＴＨの残りの孔に樹脂が充填されていてもよ
い。
【００３３】
　コア基板１０の両面側には、第１配線層２１に到達する第１ビアホールＶＨ１が設けら
れた第１絶縁層３１がそれぞれ形成されている。両面側の第１絶縁層３１の上には、第１
ビアホールＶＨ１を介して第１配線層２１に接続される第２配線層２２がそれぞれ形成さ
れている。
【００３４】
　さらに同様に、両面側の第１絶縁層３１の上には、第２配線層２２に到達する第２ビア
ホールＶＨ２が設けられた第２絶縁層３２がそれぞれ形成されている。両面側の第２絶縁
層３２の上には、第２ビアホールＶＨ２を介して第２配線層２２に接続された接続パッド
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Ｐが第３配線層としてそれぞれ形成されている。接続パッドＰは島状に配置されていても
よいし、あるいは、引き出し配線の一端に繋がって配置されていてもよい。
【００３５】
　貫通電極ＴＥ、第１、第２配線層２１，２２、及び接続パッドＰは銅などから形成され
る。また、第１、第２絶縁層３１，３２は、エポキシ樹脂又はポリイミド樹脂などの絶縁
樹脂から形成される。
【００３６】
　配線基板として、コア基板をもたないコアレス配線基板を使用してもよい。また、接続
パッドの側面及び下面が絶縁層に埋め込まれ、接続パッドの上面のみが露出した構造の配
線基板を使用してもよい。
【００３７】
　以下の工程では、図３の配線基板１ａの上側の破線で囲まれた接続パッドＰを部分的に
示して説明する。
【００３８】
　図４（ａ）に示すように、図３の配線基板１ａの上側の第２絶縁層３２及び接続パッド
Ｐの上に、エポキシ系のネガ型の感光性樹脂フィルム３４ｘを貼り付ける。感光性樹脂フ
ィルム３４ｘの厚みは２０μｍ～２５μｍ程度である。感光性樹脂フィルム３４ｘとして
、好適には、ドライフィルムレジストが使用される。そのような感光性樹脂フィルム３４
ｘとしては、例えば、太陽インキ社製の「ＡＵＳ４１０」がある。
【００３９】
　続いて、フォトマスク１２の透光部１２ａを通して、感光性樹脂フィルム３４ｘの開口
部が配置される部分以外の領域を露光し、現像する。その後に、感光性樹脂フィルム３４
ｘをキュアして硬化させる。
【００４０】
　これにより、図４（ｂ）に示すように、接続パッドＰの上に開口部３４ａを備えたソル
ダレジスト３４が得られる。
【００４１】
　このとき、フォトリソグラフィの条件として、例えば、露光量を４００ｍＪ／ｃｍ2～
６００ｍＪ／ｃｍ2に設定し、現像時間を６０秒～１２０秒に設定する。この露光量は一
般的な露光量に対して２０％程度多くなっている。
【００４２】
　このようなフォトリソグラフィの条件に設定することにより、ソルダレジスト３４の開
口部３４ａの下端が裾を引くような形状となる。これにより、ソルダレジスト３４は、そ
の開口部３４ａの下端に、内側に突出する突出部Ｔを備えて形成される。
【００４３】
　図４（ｃ）の平面図に示すように、ソルダレジスト３４の開口部３４ａは、平面視して
円形で形成され、突出部Ｔは開口部３４ａの外周に沿ってリング状に配置される。
【００４４】
　図４（ｂ）に示すように、ソルダレジスト３４の開口部３４ａの上端の直径Ｄ１は４０
～８０μｍ（例えば６０μｍ）程度であり、同じく下端の直径Ｄ２は２０～６０（例えば
４５μｍ）に設定される。
【００４５】
　そのような条件下において、ソルダレジスト３４の突出部Ｔの突出長さＬは５μｍ～１
０μｍ程度に設定される。
【００４６】
　このような方法により、接続パッドＰの上に開口部３４ａを備え、開口部３４ａの下端
に、内側に突出する突出部Ｔを有するソルダレジスト３４を図３の配線基板１ａの上に形
成する。
【００４７】
　前述した形態では、ソルダレジスト３４を感光性樹脂フィルム３４ｘから形成したが、
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液状のレジストを塗布し、同様なフォトリソグラフィに基づいてソルダレジスト３４を形
成してもよい。
【００４８】
　また、配線基板の最外層となる保護絶縁層の一例としてソルダレジスト３４を例示する
が、各種の感光性を有する絶縁材料から保護絶縁層を形成することができる。例えば、ア
クリル系などの他の材料からなるソルダレジストを使用してもよい。
【００４９】
　次いで、図５（ａ）に示すように、ソルダレジスト３４の開口部３４ａを通して接続パ
ッドＰの表面をウェットエッチングして凹部Ｃを形成する。接続パッドＰが銅から形成さ
れる場合は、エッチャントとして、塩化第二銅水溶液、又は塩化第二鉄水溶液などが使用
される。
【００５０】
　接続パッドＰが等方性エッチングされて円形の凹部Ｃが形成され、ソルダレジスト３４
の下に凹部Ｃのエッジが配置される、これにより、ソルダレジスト３４の突出部Ｔはその
上面及び下面が露出した状態となる。接続パッドＰの凹部Ｃの深さは例えば１μｍ～５μ
ｍ程度に設定される。
【００５１】
　次いで、図５（ｂ）に示すように、図５（ａ）の構造体を無電解めっき用の触媒溶液に
浸漬させる。触媒溶液にはパラジウム（Ｐｄ）がイオンとして溶解しており、接続パッド
Ｐ（銅）上で置換反応を起こし、パラジウム４０が接続パッドＰの凹部Ｃの表面に選択的
に付着する。
【００５２】
　このとき、パラジウム４０は、ソルダレジスト３４の凹凸部にも付着する傾向があり、
ソルダレジスト３４の突出部Ｔの上にも付着する。
【００５３】
　続いて、図６（ａ）に示すように、パラジウム４０を触媒として使用する無電解めっき
により、ニッケルめっきを施す。これにより、ソルダレジスト３４の開口部３４ａ内に配
置された接続パッドＰの凹部Ｃの上に、バリア金属層としてニッケル層５０が形成される
。
【００５４】
　ソルダレジスト３４の突出部Ｔの上にもパラジウム４０が付着しているため、ニッケル
めっきは、接続パッドＰの凹部Ｃの表面と突出部Ｔの表面とから上側に向けて同時に進行
していく。
【００５５】
　これにより、ニッケル層５０はソルダレジスト３４の突出部Ｔ上で局所的に盛り上がっ
た盛上部５０ａを備えて形成される。盛上部５０ａはソルダレジスト３４の突出部Ｔに対
応する位置にリング状に形成される。図６（ａ）の例では、盛上部５０ａの高さが最も高
い部分が、ソルダレジスト３４の開口部３４ａの側壁から内側に所定間隔で離れた位置に
配置される。
【００５６】
　また、ニッケル層５０はソルダレジスト３４の突出部Ｔと接続パッドＰの凹部Ｃとの間
の隙間を埋め込んで形成される。
【００５７】
　本実施形態では、ニッケル層５０はその周縁に他の部分よりも上側に盛り上がった盛上
部５０ａを備えて形成されるため、ニッケル層５０の周縁の厚みを予備的事項の構造より
も厚くすることができる。
【００５８】
　例えば、ニッケル層５０の中央の厚みは３μｍ～５μｍ程度であり、ニッケル層５０の
盛上部５０ａの高さｈは１μｍ～３μｍ程度に設定される。
【００５９】
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　なお、ニッケル層５０を無電解めっきで形成する例を説明したが、電解めっきによって
ニッケル層５０を形成してもよい。この場合は、接続パッドＰがめっき給電層に接続され
ており、接続パッドＰの上に同様な構造のニッケル層５０が形成される。
【００６０】
　電解めっきの場合は、ソルダレジスト３４の突出部Ｔの周りで電流密度が高くなる傾向
があり、これによってソルダレジスト３４の突出部Ｔの上にニッケル層５０の盛上部５０
ａが同様に形成される。
【００６１】
　無電解めっきでニッケル層５０を形成する場合は、ニッケル層にリン（Ｐ）又はボロン
（Ｂ）が含まれて形成される。また、電解めっきでニッケル層５０を形成する場合は、不
純物をほとんど含まない純粋なニッケル層として形成される。このように、ニッケル層５
０は、リン又はボロンを含んでいてもよい。
【００６２】
　次いで、図６（ｂ）に示すように、無電解めっきによって、ニッケル層５０の上に金（
Ａｕ）層５２を形成する。金層５２の厚みは０．０３μｍ～０．５μｍ程度であり、ニッ
ケル層５０の表面形状に沿って形成される。
【００６３】
　このようにして、接続パッドＰの上にニッケル層５０及び金層５２が順に積層される。
ニッケル層５０は、金属層の一例であり、接続パッドＰとはんだとの相互反応を防止する
ために形成される。また、金層５２は、はんだの濡れ性を確保するために形成される。
【００６４】
　なお、ニッケル層５０／金層５２の積層膜の他に、下から順に、ニッケル（Ｎｉ）層／
パラジウム（Ｐｄ）層／金（Ａｕ）層の積層膜をめっきにより形成してもよい。この場合
、パラジウム層の厚みは０．０２μｍ～０．２μｍであり、金層の厚みは０．０３μｍ～
０．５μｍである。
【００６５】
　また、パラジウム層は、純粋なパラジウム層以外に、リン（Ｐ）を含有するパラジウム
・リン合金層を含む。
【００６６】
　次いで、図６（ｃ）に示すように、ソルダレジスト３４の各開口部３４ａにはんだボー
ル５４ａを配置する。例えば、はんだボール５４ａは、振込治具の開口部を通してソルダ
レジスト３４の各開口部３４ａ内に振り込まれる。
【００６７】
　はんだボール５４ａのはんだ組成の一例としては、鉛（Ｐｂ）－錫（Ｓｎ）系はんだ、
錫（Ｓｎ）－銀（Ａｇ）系はんだ、錫（Ｓｎ）－銀（Ａｇ）－銅（Ｃｕ）系はんだが使用
される。
【００６８】
　さらに、図７に示すように、リフロー加熱することにより、はんだボール５４ａを溶融
させて、ニッケル層５０に接続されるはんだバンプ５４を得る。金層５２は、リフロー加
熱する際に、はんだバンプ５４内に拡散して消滅する。
【００６９】
　また、上記した図６（ｂ）の工程で、ニッケル層／パラジウム層／金層の積層膜を採用
する場合は、パラジウム層及び金層がリフロー加熱する際にはんだバンプ５４内に拡散し
て消滅する。
【００７０】
　本実施形態では、図６（ｂ）の状態では、予備的事項と同様に、ニッケル層５０／金層
５２とソルダレジスト３４の開口部３４ａの側壁との間には微細な隙間が生じている。
【００７１】
　しかしながら、ニッケル層５０の周縁は、盛上部５０ａとなって予備的事項の構造より
厚くなっている。さらには、ソルダレジスト３４の開口部３４ａの下端には、内側に突出
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する突出部Ｔが設けられている。
【００７２】
　このため、図７の部分拡大図の矢印経路に示すように、ニッケル層５０とソルダレジス
ト３４の開口部３４ａの側壁との隙間からはんだの錫が接続パッドＰに浸透する際に、接
続パッドＰまでの経路が長くなる。
【００７３】
　これにより、はんだの錫と接続パッドＰの銅との相互拡散が防止され、ニッケル層５０
上の周縁に銅が拡散することが抑制される。
【００７４】
　従って、ニッケル層５０の周縁とはんだバンプ５４との間に形成される第１の金属間化
合物６０（Ｓｎ－Ｎｉ－Ｃｕ層））は、銅の含有率が抑えられてその厚みも比較的に薄く
なる。
【００７５】
　また、予備的事項と同様に、ニッケル層５０上の中央には、銅を含有しない厚みの薄い
第２の金属間化合物６２（Ｓｎ－Ｎｉ層）が形成される。
【００７６】
　このように、本実施形態では、ニッケル層５０上において中央と周縁とで金属間化合物
の構造を近似させることができる。
【００７７】
　なお、はんだボール５４ａが銅を含む場合は、はんだバンプ５４からの銅により、第１
の金属間化合物６０（Ｓｎ－Ｎｉ－Ｃｕ層）に比べると銅の含有率が低い第２の金属間化
合物６２（Ｓｎ－Ｎｉ－Ｃｕ層）が形成される。
【００７８】
　図７の構造では、部分拡大図に示すように、ソルダレジスト３４の開口部３４ａの側壁
の下端と接続パッドＰとが接する部分Ｂが、外部からの衝撃によって応力が集中しやすい
ポイントである。図７の構造においても、応力が集中しやすい部分Ｂの直上に機械的に脆
い第１の金属間化合物６０が存在する。
【００７９】
　しかしながら、ニッケル層５０の周縁は盛上部５０ａとなって予備的事項の構造より厚
く設定されるため、応力が集中しやすい部分Ｂと第１の金属間化合物６０との間の距離が
長くなっている。このため、外部から衝撃がかかる際に、第１の金属間化合物６０にかか
る応力が軽減され、第１の金属間化合物６０の破壊が防止される。これにより、はんだバ
ンプ５４は十分な接合強度でニッケル層５０に接合される。
【００８０】
　また、ソルダレジスト３４の突出部Ｔの形状や接続パッドＰの凹部Ｃのエッチング深さ
などを調整することにより、ニッケル層５０の盛上部５０ａの高さを調整することができ
る。このため、ニッケル層５０の設定厚みを薄くする場合であっても、周縁のみ所望の高
さの盛上部５０ａとすることにより、はんだバンプ５４の十分な接合強度が得られる。
【００８１】
　本実施形態では、ニッケル層５０は、その周縁が盛上部５０ａとなって凹状になってい
る。このため、はんだボール５４ａを接続パッドＰの上に配置する際に、ソルダレジスト
３４が薄型化されて開口部３４ａ内の段差が低くなる場合であっても、ニッケル層５０の
盛上部５０ａが防壁となってはんだボール５４ａが脱落することが防止される。
【００８２】
　従って、ソルダレジスト３４の開口部３４ａ内の各接続パッドＰにはんだバンプ５４が
信頼性よく形成される。
【００８３】
　このようにして、図８に示すように、図３の配線基板１ａの上側の接続パッドＰにニッ
ケル層５０を介してはんだバンプ５４が形成される。はんだバンプ５４がバンプ電極の一
例である。
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【００８４】
　本実施形態では、全体にわたってはんだからなるはんだボール５４ａからはんだバンプ
５４を形成している。これ以外に、銅コアボールの外面にはんだ層が被覆された銅コアは
んだボールからはんだバンプ５４を形成してもよい。あるいは、樹脂コアボールの外面に
はんだ層が被覆された樹脂コアはんだボールからはんだバンプ５４を形成してもよい。
【００８５】
　さらに、図８に示すように、図３の配線基板１ａの下側の第２絶縁層３２の上に、接続
パッドＰの上に開口部３５ａが設けられたソルダレジスト３５が形成される。そして、下
側の接続パッドＰにはんだなどの外部接続端子５６が設けられる。
【００８６】
　下側の接続パッドＰ及び外部接続端子５６においても、前述した上側の接続パッドＰ及
びはんだバンプ５４と同様な構造で形成してもよい。
【００８７】
　以上により、図８に示すように、本実施形態の配線基板１が得られる。図３の配線基板
１ａとして、多面取りの大型基板を使用する場合は、後述する半導体チップを実装する前
又は後の所定のタイミングで、個々の配線基板が得られるように大型基板が切断される。
【００８８】
　図８に示すように、本実施形態の配線基板１では、前述した図３で説明した配線基板１
ａの上側の第２絶縁層３２の上に、接続パッドＰの上に開口部３４ａが設けられたソルダ
レジスト３４が形成されている。
【００８９】
　また同様に、前述した図３で説明した配線基板１ａの下側の第２絶縁層３２の上に、接
続パッドＰの上に開口部３５ａが設けられたソルダレジスト３５が形成されている。
【００９０】
　上側のソルダレジスト３４の開口部３４ａ内の接続パッドＰにはニッケル層５０を介し
てはんだバンプ５４が形成されている。また、下側の接続パッドＰには外部接続端子５６
が設けられている。
【００９１】
　図８に図７を加えて参照すると、配線基板１の上側のソルダレジスト３４は、その開口
部３４ａの下端に、内側に突出するリング状の突出部Ｔを備えている。ソルダレジスト３
４の開口部３４ａ内の接続パッドＰには凹部Ｃが設けられている。
【００９２】
　接続パッドＰの凹部Ｃは、ソルダレジスト３４の開口部３４ａを通して接続パッドＰの
表面がウェットエッチングされて形成されたものである。このため、接続パッドＰの凹部
Ｃのエッジがソルダレジスト３４の下面に食い込んで配置されている。
【００９３】
　ソルダレジスト３４の開口部３４ａ内に配置された接続パッドＰの凹部Ｃの上及びソル
ダレジスト３４の突出部Ｔの上に、ニッケル層５０が形成されている。ニッケル層５０の
周縁は他の部分よりも上側に盛り上がった盛上部５０ａとなっている。ニッケル層５０の
盛上部５０ａはソルダレジスト３４の突出部Ｔに対応する位置に配置されている。
【００９４】
　ニッケル層５０の盛上部５０ａの高さが最も高い部分は、ソルダレジスト３４の開口部
３４ａの側壁から内側に所定間隔で離れた位置に配置されている。ニッケル層５０は、前
述したように、無電解めっき層又は電解めっき層から形成される。
【００９５】
　さらに、ニッケル層５０の上にはんだバンプ５４が形成されている。はんだバンプ５４
はソルダレジスト３４の開口部３４ａを埋め込むと共に、ソルダレジスト３４の上面から
突出して形成されている。
【００９６】
　本実施形態の配線基板１では、ニッケル層５０の周縁が盛上部５０ａとなって十分な厚
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みが確保されている。さらに、ソルダレジスト３４はその開口部３４ａの下端に突出部Ｔ
を備えている。このため、はんだバンプ５４を形成する際に、はんだがニッケル層５０の
エッジから接続パッドＰへ浸透する経路が長くなるので、はんだの錫と接続パッドＰの銅
との相互拡散が抑制される。
【００９７】
　これにより、ニッケル層５０の周縁上に、銅が多く含有された厚みの厚い金属間化合物
が形成されることが抑制される。
【００９８】
　しかも、ニッケル層５０上の周縁に機械的に脆い第１の金属間化合物６０（Ｓｎ－Ｎｉ
－Ｃｕ層）が形成されるとしても、応力が集中しやすい部分Ｂからの距離が長くなるため
第１の金属間化合物６０の破壊が防止される。
【００９９】
　これにより、はんだバンプ５４は十分な接合強度でニッケル層５０に接合され、接続パ
ッドＰの周りの電気的な接続の信頼性を向上させることができる。
【０１００】
　また、本実施形態では、ニッケル層５０はその周縁が盛上部５０ａとなって凹状になっ
ているため、ニッケル層５０の盛上部５０ａが防壁となり、はんだボール５４ａが脱落す
ることが防止される。これにより、各接続パッドＰにはんだバンプ５４が信頼性よく形成
される。
【０１０１】
　図９には、本実施形態の配線基板１に半導体チップが実装された半導体装置が示されて
いる。図８の配線基板１の上側のはんだバンプ５４に半導体チップ７０の電極（不図示）
が接合され、半導体チップ７０がバンプ電極７２を介して配線基板１に接続される。その
後に、半導体チップ７０と配線基板１との間にアンダーフィル樹脂７４が充填される。
【０１０２】
　そして、半導体チップ７０が実装された配線基板１の下側の外部接続端子５６がマザー
ボードなどの実装基板に接続される。
【０１０３】
　（その他の実施形態）
　前述した実施形態では、バリア金属層としてニッケル層５０を例示したが、ニッケル層
５０の代わりに、コバルト（Ｃｏ）層などの他のバリア金属層を同様に形成してもよい。
【０１０４】
　また、前述した実施形態では、接続パッド上にバリア金属層を介してはんだバンプを形
成したが、はんだバンプ以外の各種金属のバンプ電極を形成する場合にも適用することが
できる。
【符号の説明】
【０１０５】
１，１ａ…配線基板、１０…コア基板、１２…フォトマスク、１２ａ…透光部、２１…第
１配線層、２２…第２配線層、３１…第１絶縁層、３２…第２絶縁層、３４，３５…ソル
ダレジスト、３４ａ，３５ａ…開口部、３４ｘ…感光性樹脂フィルム、４０…パラジウム
、５０…ニッケル層、５０ａ…盛上部、５２…金層、５４ａ…はんだボール、５４…はん
だバンプ、５６…外部接続端子、６０…第１の金属間化合物、６２…第２の金属間化合物
、７０…半導体チップ、７２…バンプ電極、７４…アンダーフィル樹脂、Ｃ…凹部、Ｐ…
接続パッド、Ｔ…突出部、ＴＥ…貫通電極、ＴＨ…スルーホール、ＶＨ１…第１ビアホー
ル、ＶＨ２…第２ビアホール。
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